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国民健康保険事業費納付金等の算定について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜算定手順＞ 

１ 所得水準の反映 

(1) 県全体で必要な納付金総額を、所得係数（β）により応能分と応益分とに配分する。 

(2) 応能分と応益分のそれぞれに、市町村ごとの所得シェア、被保険者数シェアを乗じる。 

２ 医療費水準の反映 

(1) 医療費指数反映係数（α）により医療費水準を反映させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料４ 

 県全体の保険給付費（医療費等）に必要な額から公費等で補填した額を差し引いた

額を市町村から納付金として納入してもらう必要がある。 

県全体で必要な納付金総額を、医療費水準、所得水準等に基づいて市町村ごとに割

り振るもの。 

Ⅰ 納付金算定イメージ 

保険給付費 

（医療費等） 

（支出） （収入） 

前期高齢者 

交付金 

公 費 

（国負担金、

県繰入金 等） 

応能分 

（所得割） × 

× 

所得シェア 

被保険者数

シェア 

× 
医療費 

水準 

市町村ごと

の納付金 
＝

× 
応益分 

（均等割） 

 

市町村ごと 
【岩手県全体】 

① ② ③ 

県全体で 

必要な 

納付金総額 
医療費水準を 

どの程度反映 

させるかは、 

医療費指数反
映係数（α）に
より設定する。 

所得シェアをどの程度反映させ
るか（応能分に配分する割合）は、
所得係数（β）により設定する。 
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〇 医療費指数反映係数（α） 

 ・ 納付金の算定にあたり、医療費水準をどの程度反映させるかを設定するための係数。 

   α＝１：医療費水準の差を納付金の配分に全て反映 

   α＝0.5：医療費水準の差を納付金の配分に半分程度反映 

   α＝０：医療費水準の差を納付金の配分に全く反映させない（都道府県内統一の保険税） 

  ・ 国の納付金ガイドラインでは、医療費水準に差異がある都道府県においては、α＝１を用

いるのが原則とされている。 

 

 〇 所得係数（β） 

  ・ 納付金の算定にあたり、所得シェアをどの程度反映させるか（応能分に配分する割合）を

設定するための係数であり、全国平均と比較した都道府県の所得水準に応じて設定する。 

・ 国から示された岩手県の所得係数（β）は 0.8642 であり（H31 仮係数）、「応能分 0.8642：

応益分１」となる。（所得水準が全国平均と同じ都道府県の場合はβ＝１であり「応能分１：

応益分１」となる。） 

・ 国の納付金ガイドラインでは、都道府県ごとの所得係数（岩手県はβ＝0.8642）を用いる

のが原則とされている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

算定例 

①所得水準が全国平均の場合β＝1 となり、 

「応能分 1：応益分 1」となる。 

国から示された本県の所得係数は、 

β＝0.8642 であり、 

「応能分 0.8642：応益分 1」となる。 

 

＜応能分＞ 

86億円 

＜応益分＞ 

100億円 

Ａ市 

40％ 

34億円 

Ｂ市 

40％ 

34億円 

Ｃ町 

20％ 

18 億円 

Ａ市 

30％ 

30 億円 

Ｃ町 

30％ 

30 億円 

Ｂ市 

40％ 

40億円 

Ａ市 

医療費水準 
県平均以下 

30億円 

Ｂ市 

医療費水準 
県平均以上 

38億円 

Ｃ町 

医療費水準 
県平均 

18 億円 

Ａ市 

医療費水準 
県平均以下 

26 億円 

Ｂ市 

医療費水準 
県平均以上 

44億円 

②応能分を所得シェア 

応益分を被保険者数シェア 

 に按分する。 

③各市町村の医療費水準を反映し、 

 市町村ごとの納付金を算定する。 

 医療費水準が県平均以上⇒納付金増 

 医療費水準が県平均以下⇒納付金減 

0.8642 

1 

Ｃ町 

医療費水準 
県平均 

30億円 
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 Ⅰで算定した「市町村ごとの納付金」に、加算（保健事業の費用等）・減算（市町村

向け公費等）を行ったうえで、市町村ごとの収納率に応じた調整を行い、標準保険料

率の算定に必要な保険料総額を算定する。 

【市町村】 
《納付金に加算・減算》 

市町村ごとの 

標準的な収納率 

（直近３か年の 

平均収納率） 

に応じた調整 

（支出） （収入） 

県への 

納付金 

市町村が実施する

保健事業の費用等 

市町村向け 
公費等 

（国・県からの 

負担金、交付金 等） 

 

 減算   

・保険者努力支援制度 

・特別調整交付金 

・保険基盤安定制度 

（保険者支援分） 

・過年度保険料の収納分 等 

標準保険料率の算定に 

必要な保険料総額 

 加算  

 ・保健事業の費用 

 ・葬祭費 

 ・条例減免費用 等 

算定例 

（Ａ市の場合） 

県への 
納付金 

56 億円 

減算分 

17 億円 

納付金－減算分 

39 億円 

加算分４億円 

標準保険料率の

算定に必要な 

保険料総額 

43 億円 

43 億円 

収納率分加算 
４億円 

標準保険料率の

算定に必要な 

保険料総額 

47 億円 

《納付金に加算・減算》 

《市町村ごとの収納率に応じた調整》 

《市町村ごとの収納率に応じた調整》 

（収納率 90％の場合） 

Ⅱ 標準保険料率算定イメージ 
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１ 前提条件 

  平成 29年 11月に策定した「岩手県国民健康保険運営方針」の「第３ 市町村における保険料（税）

の標準的な算定方法」に基づき試算する。 

 

（１）保険税水準の統一について 

    

 

 

 

 

   【今回試算】県内での保険税水準の統一は行わない。 

 

（２）医療費指数反映係数（α）の設定について 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【今回試算】基本である「α＝１」として試算 

 

（３）所得係数βの設定に関して 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【今回試算】基本である「各都道府県の所得水準（国から示される値）」で試算を実施 

Ⅲ 平成 31 年度の納付金等の試算（仮係数による） 

＜岩手県国民健康保険運営方針（抜粋）＞ 

保険料(税)水準の統一について 

○ 本県では、医療費水準及び保険料水準について市町村間の差異が大きいこと、保険税の算

定方式が異なることなどから、平成 30 年度から当面の間は、県内統一の保険料（税）水準

とはしません。 

＜岩手県国民健康保険運営方針（抜粋）＞ 

納付金の算定の考え方（医療費指数反映係数αの設定） 

○ 医療費指数反映係数αは、納付金の算定にあたり、市町村ごとの医療費水準をどの程度反

映させるかを調整する係数であり、０から１の間で設定します。 

α＝１の場合は、医療費水準は納付金の配分に全て反映され、α＝０の場合は、医療費水

準を全く反映させないこととなります。 

納付金ガイドラインでは、県内市町村間で医療費水準に差異がある都道府県においては、

年齢調整後の医療費指数を各市町村の納付金に反映させることが原則（α＝１）となってい

ることから、本県においては、α＝１を基本とし、必要に応じて、市町村との協議によりα

の値を設定することとします。 

＜岩手県国民健康保険運営方針（抜粋）＞ 

納付金の算定の考え方（所得係数βの設定） 

○ 所得係数βは、納付金の算定にあたり、応能分と応益分とに配分する割合を設定するため

の係数です。 

納付金ガイドラインでは、毎年度国から示される、全国平均を１とした場合の各都道府県

の所得水準を用いることが原則とされていますが、例外的にこれ以外の係数を設定すること

も可能となっています。 

所得水準が全国平均の場合はβ＝１となり、応能分と応益分の割合は１：１となりますが、

本県のように所得水準が全国平均より低い場合は、応能分の割合が応益分の割合よりも小さ

くなります。 

本県においては、毎年度国から示される、全国平均を１とした場合の各都道府県の所得水

準を基本とし、必要に応じて、市町村との協議によりこれ以外の係数（β’）を設定するこ

ととします。 
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（４）その他の算定条件 

   以下の条件については、「岩手県国民健康保険運営方針」の規定どおり試算を行う。 

○算定方式 

３方式（所得割、均等割、平等割） 

○応益割の均等割と平等割の配分 

均等割７０：平等割３０ 

  ○納付金の対象となる範囲 

    療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療

養費、特別療養費、移送費、高額療養費、高額介護合算療養費 

   （出産育児一時金、葬祭費、保険事業費等は含めない。） 
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２ 試算結果の概要 

（１） 納付金、保険税額の総額 

 区分 平成 30年度 
平成 31年度 
（今回試算） 

保険給付費 

医 療 分 85,695百万円 86,219百万円 

後期高齢者支援金 15,340百万円 15,556百万円 

介護納付金 5,828百万円 5,715百万円 

計 106,863百万円 107,490百万円 

納付金総額 

（市町村が県に納付する

額の総計） 

医 療 分 23,210百万円 22,163百万円 

後期高齢者支援金 7,345百万円 7,783百万円 

介護納付金 2,749百万円 2,702百万円 

計 33,305百万円 32,648百万円 

保険税総額 

（市町村が保険税として

集める必要がある額） 

医 療 分 16,945百万円 17,071百万円 

後期高齢者支援金 6,489百万円 6,555百万円 

介護納付金 2,388百万円 2,400百万円 

計 25,822百万円 26,026百万円 

 

（２） １人当たり保険税（試算結果） ※激変緩和措置前 

 起点年度

（平成 28 年

度）保険税 

（被保険者

１人当たり） 

〔Ａ〕 

試算結果 
試算結果と起点年度との比較 

（被保険者１人当たり保険税） 

納付金合計 

（県に納付する額） 

〔Ｂ〕 

保険税総額 

(保険税として集める必要がある額) 

増減額 

〔Ｄ－Ａ〕 

増減割合 

〔Ｄ／Ａ〕 

合計 

〔Ｃ〕 

被保険者 

１人当たり

〔Ｄ〕 

県全体 97,013 円 32,648 百万円  26,026 百万円 97,564 円 551 円 100.57％ 

参

考 

増加率最大 

の市町村 
97,181 円   119,878 円 22,697 円 123.36％ 

増加率最小 

の市町村 
124,920 円   91,522 円 ▲33,398 円 73.26％ 

    起点年度（平成 28 年度）被保険者１人当たり保険税額との比較 

     増加となった市町村：１１市町村 

     減少となった市町村：２２市町村 

 

 

 

 

 

 

 


